
【４章 住民協働と行財政運営の強靱化のまちづくり】

節 指標名 算式・引用等
現況値

（ 年度

中間目標値

（ 年度）

期末目標値

年度

住民協働・

コミュニティ
公共的活動団体数 自治振興課調べ 団体 団体 団体

住民協働・

コミュニティ

公共的活動支援

対象事業申請件数
自治振興課調べ 件 件 件

住民協働・

コミュニティ
自治会加入率 自治振興課調べ

住民協働・

コミュニティ

地域コミュニティ活

動へ主体的に参加し

ている人の割合

住民アンケート

（企画調整課調べ）

住民協働・

コミュニティ
地区集会所耐震化率 自治振興課調べ

住民協働・

コミュニティ

せいか祭りへの公共

的活動団体出展数
自治振興課調べ 団体 団体 団体

行財政運営・

行政サービス

財政力指数

か年平均

地方交付税算定台

帳数値

行財政運営・

行政サービス

実質公債費比率

か年平均
財政健全化法数値

行財政運営・

行政サービス
将来負担比率 財政健全化法数値

行財政運営・

行政サービス

住民千名あたり職員

数 普通会計
職員数 住民× 名 名 名

行財政運営・

行政サービス

京都府市町村振興協

会主催研修参加人数
受研者数 名 名 名

行財政運営・

行政サービス

徴収率

（現年課税分）
収入済額 調定済額

行財政運営・

行政サービス

徴収率

（滞納繰越分）
収入済額 調定済額

（※ ）

行財政運営・

行政サービス

徴収コスト

（ 万円あたり）

賦課徴税費決算額

町税決算額× 万

円

円 円 円

行財政運営・

行政サービス

住民一人あたり調定

額（現年課税分）
調定済額 推計人口 円 円 円

行財政運営・

行政サービス

住民一人あたり調定

額（滞納繰越分）
調定済額 推計人口 円 円 円

行財政運営・

行政サービス

職員対応が良いと感

じている住民の割合
窓口アンケート結果

行財政運営・

行政サービス

マイナンバーカード

所有率

マイナンバーカード

所有者数 町民人口

行財政運営・

行政サービス

コンビニ交付の

利用率

コンビニ交付発行

部数 コンビニ交付

で発行可能な証明

書総発行部数

行財政運営・

行政サービス

広報誌「華創」を

見る人の割合

住民アンケート

（企画調整課調べ）

行財政運営・

行政サービス

行政内部決裁の

電子決裁化の割合
情報政策室調べ

行財政運営・

行政サービス

会議ブースにお

ける利用率
情報政策室調べ

※ 徴収率（滞納繰越分）の現況値（ 年度）については、令和 年度中に執行した「新型コロナウイルス感染症に伴

う徴収猶予の特例制度」によって徴収率が急上昇したもの。

13. （仮称）精華町第６次総合計画（中間案）
パブリック・コメント意見対応表





パブリック・コメントの結果について

１．意見を募集した案件

（仮称）精華町第６次総合計画（中間案）

２．募集期間

令和４年１０月３日（月）～１１月４日（金）

３．意見数：２名２件

番号 意見 意見に対する町の考え方

１ 目標を達成するための具体的な取り組みとして、

放置竹林の竹を燃料とするバイオマス発電をして

はどうでしょうか。放置竹林の解消になり里山の

景観保全になります。雑木林が復活し生物多様性

が回復します。また、エネルギーの地産地消にな

ります。

従来竹はバイオマス燃料には不向きとされていま

したが、近年その問題点を解消する技術も開発さ

れています。

竹は毎年タケノコを出し、わずか数ヶ月で立派な

竹に成長します。資源としては無限と言っても良

いくらいです

南山城地域に豊富にある竹という資源を利用しな

い手はないと思います。

目標達成に向けての具体な施策展開につい

ては、総合計画ではなく個別計画の「精華

町第２次環境基本計画」において「枯損

木・風倒木の処理、竹林の拡大防止対策の

推進、木材等資源の有効活用、事業者・住

民参加の森林づくりを進めます。」を掲げ

ていますことから、今後、いただきました

ご意見も参考にし、環境・経済・社会が好

循環する持続可能な脱炭素社会の実現を目

指し、地球温暖化防止対策に取り組んでま

いります。

２ 今回の総合計画の中において、生涯学習、特にス

ポーツ事業（施設の改修・拡充やイベントの開催

など）に関する具体的な計画がほとんど組み込ま

れていないと思われます。打越台を始め、精華町

内のスポーツ施設は老朽化あるいは改修が必要で

あるにも関わらず、長年にわたりほとんど手を付

けられていない状況ではないかと思います。これ

では、町内外の利用者にとって、様々なスポーツ

活動を行うのに十分な施設とは言えず、活動の縮

小を余儀なくされ、町民の健康維持のためには悪

循環となっていると考えられます。

また、野球やサッカーなどを行うための屋外施設

においては、平坦なフィールドが必要となります

が、この１～２年で凹凸が無視できないほど大き

くなり、児童から高齢者まで安全に競技を行うこ

とが困難になりつつあります。精華町には様々な

企業も入っており、企業・住民を広く交流し、活

性化させる上でもスポーツ事業は重要であると思

われます。多様な人々と交流し、生き生きとした

ウェルビーイングの高い生活を送るためにも、屋

内外のスポーツ施設の改修あるいは新設も計画に

加えていただきますよう、お願いいたします。

お寄せいただいたご意見は町内体育施設の

課題についてのご提案と受け止めておりま

す。体育施設の改修整備は生涯学習分野に

おける重要な課題として認識しております

が、総合計画の中の基本計画では基本姿勢

の記述に止めております。

町内体育施設の適正な維持管理や打越台グ

ラウンドなどの具体的な改修整備計画につ

いては、今後、実施計画（毎年３月に公表

する中期三か年計画）で明らかにしてまい

ります。
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